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第３章 2020年代に向けた電波有効利用方策の検討
１． 周波数割当制度の見直し（３/３）
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⑤二次取引の在り方の検討

二次取引の導入を求める積極的かつ具体的意見はなく、関連する要望を述べた意見もMVNOの一層の促進により実現しう
ると考えられるため、二次取引に関する具体的なニーズが顕在化した時点で改めて必要な措置を検討することが適当。

⑥共用を前提とした割当て

既存無線システムと新たに当該帯域を利用する無線システムが、それぞれの無線システムの運用特性、利用ニーズや社会
的役割等を踏まえた上で、実運用に影響のない範囲で一定の干渉を許容し合うといった周波数共用を進めていくことが重
要。

周波数共用を行うための基準（干渉許容基準）を速やかに策定することが必要であり、当該干渉許容基準は、研究開発や
技術試験の成果等に基づき定めていくことが適当。

研究開発や技術試験を通じて、周波数が実際にどのように利用されているかをリアルタイムに把握できるデータベースを構
築し、これに基づき周波数を空間的・時間的にダイナミックに共用するシステムの開発・運用について検討していくことも必
要。まずは、５Ｇ用の周波数帯、地域ＢＷＡに割り当てられている周波数帯及び地上デジタルテレビ放送用の周波数帯につ
いて、速やかに高度な周波数共用のための検証を行い、順次周波数の共用を進めていくことが適当。なお、このような共用
が実現した場合、第三者機関も含め、民民間の運用調整の仕組みを構築することが適当。ただし、ビジネスにならない分野
等においては国による支援を行うことも考えられ、この場合は電波利用料を活用することが適当。

免許不要局の運用の拡大に伴って電波利用環境を必ずしも良好な状態に維持できないという課題について、今後適正な電
波利用環境を保つ必要がある場合は、例えば登録局制度を積極的に活用して局数制限を設けて品質確保を図るなど、無線
局の適正な監理が可能な仕組みを構築することが適当。













第３章 2020年代に向けた電波有効利用方策の検討
３． 電波利用料制度の見直し（３/３）
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⑤免許不要帯域の確保

 （免許不要局等のための周波数移行・再編）

免許不要局等の無線システム導入に向けた周波数移行・再編については、既存の「特定周波数終了対策業務」を積極的
に活用することで、周波数移行・再編を推進していくことが適当。

 （免許不要帯域の適正な電波利用環境の確保）

今後、新たに導入する無線システムについて、当該無線システムを導入する帯域を適正な電波利用環境に保つため必
要がある場合は、登録局制度を活用することが適当。

 （恒久的な制度としての免許不要局からの電波利用料の徴収）

電波利用料の恒久的な制度として免許不要局から広く電波利用料を徴収することについては、電波利用共益事務による
受益等に鑑みれば、本来的には、免許不要局にも一定の電波利用料負担を求めるべきだが、対象範囲の特定や実効的な
徴収方法の面から解決すべき課題が多く存在する。

上記の「特定周波数終了対策業務」や「登録局制度」を活用することにより、従来電波利用料を負担していなかった免許不
要局の一部から電波利用料を徴収することが可能となることから、当面はこれらによる免許不要局からの徴収実績を蓄積す
ることとし、免許不要局から広く電波利用料を徴収することについては、当該実績も踏まえることとして、継続的な検討課題と
する。

④公共用無線局からの電波利用料の徴収

国等の無線局の周波数有効利用を促進するため、周波数の能率的な利用に資する技術が利用可能であり、一定程度普及
している場合において、移行期限等を定め、補助金等のインセンティブを与えた上で、新たな無線システムへの移行を促す。

その上で、周波数利用効率の悪い技術を用いた無線局を使い続ける免許人から電波利用料を徴収することが適当。

対象範囲については、電波の有効利用が行われていない無線局に限ることとする。具体的には、デジタル方式が利用可能
であるにもかかわらず、従来のアナログ方式の無線システムを使い続けている場合などが考えられる。





19第３章 2020年代に向けた電波有効利用方策の検討
４． 技術の進展を踏まえた電波有効利用方策（２/２）

⑤調査・研究等用端末の利用の迅速化

Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee等を利用した無線設備について、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合しており、
我が国で割り当てている周波数帯において調査、研究、試験等の用途で利用する場合に限り、次の点に留意しつつ、技術
基準適合証明を取得せずとも一定期間利用可能とすることが適当。

・ 海外から持ち込んだ端末を迅速に利用できるようにする一方、総務省において不正な使用の抑止や万一混信が生じた際
の速やかな是正が行えるような仕組みにすること。

・ 用途が調査・試験・研究等であることに鑑み、一定の台数に限り、相応の期間の利用を可能とすること。

・ 海外製の無線機器だけでなく、国内製のものも対象とすること。

実験研究等を終了した後、実験研究等を行った事業者等がその結果を踏まえて技術基準を策定するよう総務大臣に申し出
ることができる制度（「無線設備の技術基準の策定等の申出」（電波法第38条の２））についての周知・推進も実施することが適当。

⑥IoT時代の技術基準適合性確保に向けた取組の強化

技適マークは、無線設備本体への表示が原則となっているが、今後各種センサー等と一体となった超小型モジュール等に、
適切な表示を行いやすいようにするため、技適マークを視認可能な範囲であれば３mm未満の表示も認めることが適当。

利用者への周知啓発の強化や現在実施している試買テストに加え、当該テストの結果、技術基準に適合していない無線機
器が実際にどのような混信を引きおこすおそれがあるかについての分析を実施することにより、技術基準不適合無線機器の
重要無線通信等への影響度についても明らかにし、影響度が高い機器について重点的にその是正を図ることが適当。

現行制度による技術基準不適合機器の取組の強化によってもなお違法な免許不要局による混信を効果的に抑止できない
場合は、米国や欧州において導入されているような無線機器の流通規制を我が国に導入することについても検討することが
適当。

④提案を踏まえたV-High帯域の用途決定

総務省において、必要に応じて有識者の参加を得る等してV-High帯域の利用に係る調査及び提案募集に対して提案され
た計画やビジネスモデルについて公開でヒアリングを行い、その熟度を踏まえて、V-High帯域の利用の在り方等について
速やかに具体的な検討を進めていくことが必要。


